
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
号

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び

附
則
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施

策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

地
域
社
会
に
お
け
る
共
生
の
実
現
に
向
け
て
新
た
な
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
講
ず
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
告
示
の
整
備
等
に
関
す
る
告
示

第
一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準



二
頁

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
１
の
ハ
の

中
「未

満

」
の
下
に
「の

場
合

」
を
加
え
、
同
１
の
注
１
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に

(4)

基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活

、

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
の
事
業
等
の
人
員

設
備

、

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
、
同
１
の
注
２
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事

業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
、
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め

る
。別

表
第
５
の
５
の
注
の

中
「障

害
者
自
立
支
援
法

」
を
「法

」
に
改
め
る
。

(2)

別
表
第
６
の
１
の
注
１
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営

、

に
関
す
る
基
準

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
者
支
援
施
設
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
、
同
第
６
の

の
注
中
「障

害
者
自
立
支
援

、

10

法
施
行
令

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令

」
に
、
「障

害



三
頁

者
自
立
支
援
法
施
行
規
則

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規

則
」
に
改
め
る
。

別
表
第
９
の
１
の
注
１
中
「身

体
障
害
者

（
」
を
「障

害
者

（
」
に
、
「を

い
い

」
を
「に

あ
っ
て
は

」
に
改
め

、
「
）

知
的
障
害
者

（知
的
障
害
者
福
祉
法

（昭
和
3
5
年
法
律
第
3
7
号

）に
い
う
知
的
障
害
者
を
い
う

）又
は

、
。

精
神
障
害
者

（精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

（昭
和
2
5
年
法
律
第
1
2
3
号

）第
５
条
に
規
定
す
る

精
神
障
害
者
を
い
う

以
下
同
じ

）
（
」
を
削
り
、
「
「身

体
障
害
者
等

」と
い
う

」
を
「同

じ

」
に
改
め
る
。

。
。

別
表
第

の
８
の
注
中
「入

院
し
て
い
た
精
神
障
害
者

」
の
下
に
「
（法

第
４
条
第
１
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害

12

者
を
い
う

以
下
同
じ

）
」
を
加
え
る
。

。
。

別
表
第

の

の
注
３
中
「障
害
者
自
立
支
援
法

」
を
「法

」
に
改
め
る
。

14

12

別
表
第

の
１
の
注
１
中
「身

体
障
害
者
等

」
を
「障

害
者

」
に
改
め
る
。

16

第
二

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

一

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
九
十
八
条
第
十
一
号
及
び
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
第
十
二
号
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十
五
号
）
第
三
号

二

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
百
七
条
第
十
号
並
び
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
九

十
六
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
十
七
条
第
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給



四
頁

付
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十
七
号
）
第
四
号

三

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
第
三
条
第
一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
号
イ
、
社
会
福
祉
士
介

護
福
祉
士
学
校
指
定
規
則
第
三
条
第
一
号
ヲ
及
び
第
五
条
第
十
四
号
イ
並
び
に
社
会
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め

る
省
令
第
四
条
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
及
び
事
業
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生

省
告
示
第
二
百
三
号
）
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
並
び
に
第
二
項
第
六
号

四

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
百
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
百
八
条
第
七
号
並
び
に
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
九

十
六
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
九
十
八
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
（
平
成
六
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
一
号
）
第
三
号

五

精
神
保
健
福
祉
士
短
期
養
成
施
設
等
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
一
般
養
成
施
設
等
指
定
規
則
第
三
条
第
一
項
第
十

号
及
び
精
神
障
害
者
の
保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
科
目
を
定
め
る
省
令
第
一
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
別
に
定
め
る
施
設
及
び
事
業
（
平
成
十
年
厚
生
省
告
示
第
十
号
）
第
二
号
及
び
第
十
四
号

六

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
福
祉
事
業
（
平
成
十
年
厚
生
省
告
示
第
十
五

号
）
第
一
項
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
ホ

七

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
重
度
障
害
者
多
数
雇
用
事
業
所
施
設
設
置
等
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
三
百
四
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号



五
頁

八

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
障
害
者
能
力
開
発
助
成
金
の
額
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
三
号

）
第
一
条
第
三
号
イ

九

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事

業
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
号
）
第
三
号

十

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
五
条
の
五
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
四
号
）
第
二
号

十
一

補
装
具
の
種
目
、
購
入
又
は
修
理
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
五
百
二
十
八
号
）
第
一
項

十
二

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
二
条
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー

ビ
ス
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
）

十
三

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
四
号
）
第
三
号

十
四

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
五
号
）
第
二
号

十
五

医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
号
）
第
七
の
６



六
頁

十
六

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
十
二
第
十
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医

療
に
関
す
る
給
付
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
）
第
二
号

十
七

厚
生
労
働
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
告
示
の
特
例

に
関
す
る
措
置
（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
号
）

十
八

障
害
児
通
所
支
援
又
は
障
害
児
入
所
支
援
の
提
供
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
号
）
第
一
号
イ
の

か
ら

ま
で
及
び
ロ
の

並
び
に
別
表
第

(1)

(3)

(2)

二
十
九

職
業
訓
練
実
施
計
画
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
一
号
）
第
三
部
の
四
の
(3)

二
十

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
施
行
令
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス

（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
二
十
八
号
）

第
三

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「障

害
者
自
立
支
援
法

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律

」
に
改
め
る
。

一

生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
基
準
（
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
百
五
十
八
号
）
別
表
第
１
第
１
章
の
３
の

表
及
び
第
２
章
の
２
の

の
表
の

(1)

(注)

二

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）



七
頁

別
表
第
２
章
の

の
注
２
及
び
第
３
章
の
１
の
注
２

11

三

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
第
一
区
分
番
号
Ｂ
０
０
９
の
注

４
四

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十

七
号
）
別
表
区
分
番
号
０
１
―
２
の
注
２

第
四

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
）
療
養
担
当
規
程
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
一
条
第
一
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
号
」
に
、
「
（
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規

則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
五

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
療
養
担
当
規
程
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
三
号
」
に
、
「
（
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規



八
頁

則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
六

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

」
に
改
め
る
。

第
七

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及

び
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
自
立
支
援
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方

針

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法



九
頁

律
」
に
改
め
る
。

第
八

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
三
十
五
条
第
一
号
の
支
給
認
定
に
係
る
自
立
支
援
医
療
に
つ
い
て
費
用
が
高
額

な
治
療
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
三
十
五
条
第
一
号
の
支

給
認
定
に
係
る
自
立
支
援
医
療
に
つ
い
て
費
用
が
高
額
な
治
療
を
長
期
間
に
わ
た
り
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
九

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関



一
〇
頁

す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
十

保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
薬
品
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
ヲ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
第
一
条
第
一
号
」
を
「
第
一
条
の
二
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一

障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第

三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
」
に
改
め
、
第
四
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
十
二

障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第

三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の



一
一
頁

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

」
に
改
め
る
。

第
十
三

障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
介
護
医
療
又
は
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
同
法
第

七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
五
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
介
護
医
療
又
は
基
準
該
当
療

養
介
護
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
及
び
同
法
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
療
方
針

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法



一
二
頁

律
」
に
改
め
る
。

第
十
四

障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
常
生
活
上

の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。題

名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

」
に
、
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
等
負
担
対
象
額
に
関
す
る
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
五
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。



一
三
頁

第
二
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の

の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人

(4)

(二)

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
十
六

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
食
費
等
の
基
準
費
用
額
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
食
費
等
の
基
準
費
用
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
十
七

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
食
事
及
び
居
住
に
要
す
る

費
用
以
外
の
そ
の
他
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
五
百
三
十
四
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
四
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障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項

第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
食
事
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
以
外
の
そ
の
他
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
の
額
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
（
」
に
改
め
る
。

第
十
八

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
精
神
障
害
者
福
祉
ホ
ー
ム
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
（
」
に
改
め
る
。

第
十
九

指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
五
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援



一
五
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法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支

援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（

」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法

施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
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関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
第
八
十
九
条
第
二

項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
利
用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
に
係
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
五
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施

設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
平
均
障
害
程
度
区
分
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
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十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立

支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を

「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第

百
四
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第

百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
」
に
改
め
る
。



一
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第
二
十
四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
号
イ
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の

(4)

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
号
ハ
中
「

ま
で
」
を
「

ま
で
」
に
改
め
る
。

(5)

(4)

第
二
十
五

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も

の
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障

害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「



一
九
頁

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
号
イ
の

の

の
ａ
の
ⅰ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生

(1)

(一)

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
イ
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則

(2)

」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
法
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
光
熱
水
費
及
び
居
室
の
提
供
に
要
す
る
費
用
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る

指
針
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
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に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八

指
定
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
の
提
供
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
管
理
を
行
う
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉



二
一
頁

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基

づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
二
号
中
「
障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常

生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
三
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指

定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
の
数
の
基
準
、
従
業
者
の
員
数
の
基
準
及
び
営
業
時
間
の
時
間
数
並
び
に
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所
定
単
位
数
に
乗
じ
る
割
合
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員

、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
」
に
改
め
、
同
イ
の
表
上
欄

の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人

(1)

(一)

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
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に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
る
。

第
二
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
単
位
数
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百

五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
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営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
障
害
者
自
立
支

援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障

害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
」
に
、
「

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施

行
規
則
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
七
十
一
条
並
び
に
第
百
八
十
四
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
令
第
二
十
二
条
及
び
第
百
四
十
四
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
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祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
十
七
条

第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
」
に
改
め
、
「
及
び
第
三
号
」

を
削
る
。

第
二
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う



二
六
頁

に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員

、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
二
号
中
「
、
同
注

」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生

(4)

活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
に
掲
げ
る
」
の
下
に
「
障
害
児
入
所
医
療
を
受
け
る
者
の
」
を
加
え
、
第
一
号
及
び

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

二
十
歳
未
満
の
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四

号
）
第
二
十
七
条
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
家
計
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
平
均
的
な
支
出
額
と
し
て
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
額
か
ら
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
（
同
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養



二
七
頁

標
準
負
担
額
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
食
事
療
養
標
準

負
担
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

を
控
除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。
）

二

二
十
歳
未
満
の
者
の
う
ち
、
被
保
護
者
又
は
要
保
護
者
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額

を
負
担
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
の
号
に
定
め
る
額
を
負
担

す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
と
な
る
も
の

零

第
三
十
六

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
五
百
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

」
に
改
め
る
。

第
三
十
七

障
害
児
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要



二
八
頁

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食

費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
（
」
に
改
め
、
第
一
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
家
計
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の



二
九
頁

平
均
的
な
支
出
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
四
十
二
条
の
四
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
家
計
に
お
け
る
一
人
当
た
り
の
平
均
的
な
支
出
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
「
額
と
す
る
。
」
の
下
に
「
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同

表
の
二
の
項
中
「
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
者
の
う
ち
、
支
給
決
定
障
害
者
及
び
支
給
決
定
障
害
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
）
の
同
法

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を

除
く
。
）
の
額
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は

、
当
該
金
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
が
二
十
八
万
円
未
満
で
あ
る
も
の
又
は
令
第
四
十
二
条
の

四
第
一
項
第
二
号
」
と
す
る
。
」
を
加
え
る
。



三
〇
頁

附
則
を
削
る
。

第
四
十

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
の
四
の
四
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及

(8)

び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
同
四
の
四
の

中
「
障
害
者

(10)

自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
十
四
の
二
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

(1)

支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
」
に
、
「
、
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

一
項
の
支
援
給
付
等
に
係
る
厚
生
労
働
省
告
示
の
適
用
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
を
「
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
額
」
に
改
め
る
。



三
一
頁

第
七
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

八
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
二
号

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
に
改
め
る
。

第
八
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

八
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す

る
た
め
の
法
律
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
に
改
め
る
。

第
十
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
」
を
「
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
三
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
額
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度
額
の
算
定
方
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
食
費
等
の
負
担
限
度

額
の
算
定
方
法
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
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野
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三

百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
四
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
、
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
八
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野

に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
四
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
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た
め
の
法
律
」
に
、
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
八
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
等
に
基
づ
き
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
地
域

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
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準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
療
養
食

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
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る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
研
修

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に

基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
二
十
二

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
十
七
条
第
二
号
に
規
定
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す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
、
第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
二
号
中

「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基

づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
る
。

第
四
十
八

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
厚
生
労
働
省
関
係
規

定
の
施
行
等
に
関
す
る
告
示
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
十
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
平

成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
条
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

第
五
十

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
共
同
生
活
住
居
費
の
基
準
費
用

額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
共
同
生
活
住
居
費
の
基
準
費
用
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三

十
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
金
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設

等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
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給
付
金

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」

を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
十
二

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
の
二
の

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
金
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
給
付
金

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
者
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入
所
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
１
の
２
の
注
１
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
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祉
サ

ービ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

」
を
「障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ

ービ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
、
同
第
１
の

の
注
中
「
（国

」
の
下
に
「

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機

10

、

構
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ

ー
」
を
加
え
る
。

第
五
十
四

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
１
の
注
１
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相

談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
る
。

第
五
十
五

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
」
に
改
め
る
。

別
表
の
１
の
注
３
中
「障

害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準

」
を
「障

害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支

援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

」
に
改
め
る
。

第
五
十
六

障
害
者
自
立
支
援
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成

二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法

律
（
」
に
改
め
、
第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
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支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七

指
定
障
害
児
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚

生
労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
イ
、
ロ
の

及
び
ハ
の

並
び
に
第
二
号
イ
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

(三)

(二)

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
も
の
」
を
「
も
の
を
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
自
立
支
援
協
議
会
」
を
「
協
議
会
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八

指
定
地
域
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
地
域
相
談
支
援
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
一
号
イ
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活

(一)

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
自
立
支
援
協
議
会
」
を
「
協
議
会
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
二
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九

指
定
計
画
相
談
支
援
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
平
成
二
十
四
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
文
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
計
画
相
談
支
援
の
事
業
の

人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
第
一
号
イ
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活

(一)

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
自
立
支
援
協
議
会
」
を
「
協
議
会
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
十

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
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関
す
る
基
準
」
に
改
め
、
同
号

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員

(1)

、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
、
「
障
害
者
自
立
支

援
法
（
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
ロ
の

中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運

(2)

営
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二

看
護
師
及
び
介
護
福
祉
士
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共

和
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
に
基
づ
く
看
護
及
び
介
護
分
野
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
人
看
護
師
等
の
受
入
れ
の
実
施

に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
五
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
四
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る

た
め
の
法
律
」
に
、
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
」
に
改
め
る
。



四
四
頁

別
表
第
三
第
八
号
中
「
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
」
に
改
め
る
。


